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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
五
一
年
四
月
二
三
日
(
金
)
午
後
一
時
半
|
五
時

「
連
合
国
の
日
本
占
領
と
中
華
民
国
の
対
日
政
策
|
|
対
日
理
事
会

〈
一
九
四
六
|
一
九
五
二
)
を
中
心
に
」

報
告
者
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
大
学

ゴ
ー
ド
ン
・
ダ
ニ
エ
ル
ズ
博
士

出

席

者

二

O
名

報
告
者
は
、
シ
ヱ
フ
ィ
ー
ル
ド
大
学
日
本
研
究
所

ω
g
-
2
r
n昨日日、

英
国
の
日
本
研
究
の
中
堅
で
あ
り
、
昨
年
二
一
月
か
ら
今
年
七
月
ま
で
の
予

定
で
、
法
学
部
で
太
平
洋
戦
争
の
社
会
史
に
つ
い
て
研
究
中
。
英
国
の
日
本

研
究
者
に
は

E
L
2
鳴
邑
E
Z
の
頃
か
ら
日
本
な
い
し
ア
ジ
ア
研
究
を
「
専

攻
」
し
た
人
と
、

L
・

s
-
Eの
国
際
史
学
科
に
学
ん
だ
後
、
吉
田
仲
l
問
S

l

仏

E
Z
と
し
て
日
本
研
究
に
進
ん
だ
筆
者
の
よ
う
な
人
と
、
二
つ
の
タ
イ
プ

が
あ
る
。
筆
者
は
、
日
本
研
究
の
狭
い
「
専
門
家
」
で
あ
る
以
前
に
英
国
の

歴
史
家
で
あ
り
、
英
国
近
・
現
代
史
研
究
の
発
展
を
フ
オ
ロ
ウ
し
つ
つ
、
日

本
に
つ
い
て
考
え
、
日
本
を
国
際
的
環
境
の
中
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
こ

の
点
、
後
の
タ
イ
プ
の
利
点
を
生
か
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
え
よ
う
。
こ
の

日
の
報
告
も
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
た
。

報
告
者
は
、
連
合
国
の
日
本
占
領
を
、
一
九
四
二
年
頃
に
始
ま
る
将
来
の
占

領
行
政
の
た
め
の
調
査
研
究
と
い
う
前
史
を
も
ふ
く
め
て
、
約
一

O
年
の
時

代
と
し
て
と
ら
え
、
こ
の
時
代
に
つ
い
て
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
研
究
や
史

料
の
紹
介
か
ら
始
め
た
。
①
S
C
A
P
の
公
刊
・
未
公
刊
史
料
。
@
G
H
Q内

部
の
批
判
派
戸
開

.
4
5
L
o
p
m・
∞
・
叫
ゲ
込
D
H
な
ど
の
著
書
。
③
ζ
口
〉
ユ

r
F

の
円
相
内

g
E
P
U
-
〉
n
y
o
m
D
口
な
ど
の
自
伝
。
④
H
N
-
H
ν

ロ2
0・阿
W

Z
邑
-3・

4
ぐ
-
H
M

・
4
ぐ

g仕
え
・
』
・
。
・

c
m
m
B
2
F
出・同り
2
P
〉・

H
H
M
3

な
ど
の
研

究
書
。
⑤
文
献
解
題
と
し
て
学
術
振
興
会
『
日
本
占
領
文
献
目
録
』
、
一
九

七
二
。
閉
山
・
開
・
巧
ω
三
保
町
・
』
・

ω
Z
E
E
-
J「
『
め
と
一

E
o
n
E匂
m
t
g
c『

]ω
宮
口
一
回
品
印
l
印

M
-
E
E
S
E包
回
H
Z
5
m『
8
5
0町
名
g
Z
B
C
D
-

m
g
m
o
z
a
q
E
F
A
U
E
S四
0
・
右
手
・
後
者
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
府

史
料
や
日
本
占
領
関
係
者
の
個
人
文
書
の
所
在
や
そ
の
価
値
に
つ
い
て
も
有

益
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

報
告
者
は
こ
の
よ
う
な
研
究
・
史
料
を
ふ
ま
え
、
特
に
連
合
国
の
日
本
占

領
の
た
め
の
国
際
機
関
と
し
て
一
九
四
五
年
に
設
け
ら
れ
た
連
合
国
対
日
理

事
会

(EZ止
の

2
ロロニ

ho
乙
ω
宮
口
)
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、
主
と
し
て
そ
の

議
事
録
に
よ
っ
て
、
占
領
日
本
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
の
一
断
面
を
刻
明
に
た

ど
る
。
全
体
と
し
て
実
証
的
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ね
ら
い
は
こ

れ
ま
で
の
、
寸
通
説
」
な
い
し
図
定
観
念
に
対
す
る
大
胆
な
挑
戦
で
あ
り
、

対
日
理
事
会
は
は
じ
め
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
日
本
に
対
す
る
独
占
的
な
支
配
の

道
具
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
と
そ
れ
に
追
随
す
る
英
連
邦
・
国
民

党
中
国
が
ソ
連
と
争
っ
た
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
な
り
隔
っ
た
経
過
を

描
き
出
す
。
一
九
四
八
年
中
国
革
命
が
決
定
的
な
段
階
を
む
か
え
る
ま
で
、

第
一
回
会
合
以
来
対
日
理
事
会
で
は
、
日
本
占
領

r
お
け
る
ほ
と
ん
ど
独
占
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報

的
な
立
場
を
背
景
に
し
て
、
高
圧
的
な
態
度
で
の
ぞ
む
ア
メ
リ
カ
代
表
と
、

他
の
三
ヶ
国
代
表
と
が
対
立
し
、
後
者
の
中
心
と
し
て
対
日
理
事
会
で
重
要

な
役
割
を
果
し
た
の
は
中
国
代
表
だ
っ
た
。
四
六
年
四
月
三

O
臼
の
第
三
回

会
合
に
お
け
る
専
門
調
杏
委
員
会
設
置
の
提
案
に
始
ま
り
、
同
年
九
月
に
入

っ
て
、
理
事
会
の
議
題
が
、
日
本
に
対
す
る
政
治
的
制
裁
か
ら
経
済
や
国
民

生
活
へ
の
配
慮
に
転
じ
た
時
期
の
、
中
国
の
対
日
政
策
提
案
に
い
た
る
ま

で
、
中
国
代
表
は
、
日
本
に
つ
い
て
の
豊
か
な
情
報
色
調
査
に
も
と
づ
い
て

ア
メ
リ
カ
以
外
の
三
国
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
て
い
た
。
中
国
が
提
案

し
た
日
本
経
済
の
復
興
と
日
中
貿
易
回
復
の
政
策
は
、
日
中
両
国
経
済
が
深

い
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
り
、
一
方
の
経
済
復
興
に
と
っ
て
他
の
そ
れ
が
不

可
欠
だ
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
い
て
い
た
。
こ
の
対
日
政
策
の
柱
、
だ
っ
た
日

本
石
炭
産
業
の
国
有
化
プ
ラ
ン
な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
な
か
っ
た
国
民

党
中
国
の
考
え
方
と
し
て
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。

四
七
年
に
入
っ
て
、
中
国
の
内
戦
が
激
化
す
る
に
つ
れ
て
、
国
民
党
政
府

に
は
よ
う
や
く
ア
メ
リ
カ
の
援
助
を
あ
て
に
し
た
ア
メ
リ
カ
追
随
の
傾
向
が

現
わ
れ
始
め
る
。
ま
た
他
方
ア
メ
リ
カ
側
に
も
、
日
本
を
、
ア
ジ
ア
に
お
い

て
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
信
額
の
山
来
る
安
定
勢
力
と
し
て
と
ら
え
な
お
し
、

日
本
に
対
し
て
「
お
だ
や
か
」
な
政
策
に
切
り
か
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
始
ま

る
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
状
況
の
も
と
で
も
、
ア
メ
リ
カ
の
対
日
政
策
に
対

す
る
限
り
中
国
の
国
民
党
も
共
産
党
も
反
対
を
し
た
。
対
日
理
事
会
で
は
、

中
国
代
表
が
日
本
に
つ
い
て
の
詳
し
い
知
識
を
も
と
に
議
長
H
ア
メ
リ
カ
代

表
右
問
い
つ
め
て
立
ち
往
生
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
重
要
な
こ
と

は
、
中
国
代
表
や
国
民
党
政
府
と
中
国
の
世
論
と
の
問
に
す
で
に
大
き
な
ギ

雑

ヤ
ッ
プ
が
生
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
四
七
年
春
に
日
本
を
訪

れ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
ア
メ
リ
カ
の
対
日
政
策
の
手
ぬ
る
さ
を
厳
し
く
批

判
し
た
し
、
四
八
年
六
月
に
は
、
対
日
政
策
を
め
ぐ
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
反
対

す
る
デ
モ
が
、
中
国
の
多
く
の
都
市
に
広
が
っ
た
。

一
九
四
七
年
夏
の
ア
チ
ソ
ン
の
事
故
死
、
マ
ッ
ク
ア

I
サ
l
の
圧
力
に
よ

る
マ
ク
マ
ホ
ン
・
ボ

l
ル
の
辞
任
、
四
八
年
を
通
じ
る
中
国
人
民
解
放
軍
の

優
勢
と
い
う
事
情
は
、
対
日
理
事
会
の
活
動
を
も
大
き
く
変
え
た
。
対
立
の

立
役
者
は
い
な
く
な
っ
た
し
、
四
八
年
の
秋
頃
か
ら
中
国
代
表
の
ア
メ
リ
カ

に
対
す
る
態
度
は
衛
星
国
の
そ
れ
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
何
よ
り

も
、
会
合
が
聞
か
れ
て
も
議
題
が
な
い
こ
と
が
ふ
つ
う
に
な
っ
た
。
四
九
年

一
O
月
、
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
、
冷
戦
が
激
化
す
る
に
い
た
っ
て
、

対
日
理
事
会
は
、
つ
い
に
冷
戦
の
プ
ロ
パ
カ
ン
ダ
合
戦
の
場
と
化
し
、
シ
ベ

リ
ア
の
日
本
人
捕
虜
送
還
、
中
副
代
表
の
正
当
性
、
レ
ッ
ド
・
パ

l
ジ
、
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
正
当
性
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
と
ソ

連
と
の
間
に
批
難
の
応
酬
が
繰
り
返
さ
れ
た
ほ
か
、
意
味
の
あ
る
会
合
は
聞

か
れ
な
く
な
っ
た
ま
ま
、
五
二
年
四
月
の
終
幕
が
一
迎
え
た
の
で
あ
る
。

北法27(2・154)324

こ
の
報
告
が
、
国
際
政
治
の
背
長
の
も
と
で
の
日
本
占
領
の
研
究
に
お
い

て
、
重
要
な
空
白
か
-
埋
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
こ
の
分
野

の
綾
近
の
代
表
的
業
績
で
あ
る
東
大
社
会
科
学
研
究
所
の
『
戦
後
改
革
』
第

一
巻
の
斉
藤
孝
・
和
田
春
樹
両
氏
の
論
文
と
こ
の
報
告
と
を
つ
き
あ
わ
せ
て

見
れ
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。
報
告
の
後
、
マ
ッ
ク
ア
l
サ
l
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ

ィ
ー
-
思
想
・
日
本
観
や
G
H
Q
の
性
格
を
中
心
に
活
発
な
質
疑
応
答
が
あ

っ
た
。



。
昭
和
五
一
年
五
月
七
日
〔
金
〉
午
後
一
時
半

I
五
時

「
西
ド
イ
ツ
の
行
刑
施
設
に
つ
い
て
」

法学会記事

報

告

者

敏

雄

氏

出

席

者

一

五

名

報
告
者
は
、
一
九
七
一
二
年
六
月
よ
り
七
五
年
八
月
ま
で
ド
イ
ツ
政
府
給
費

生
と
し
て
ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
法
学
部
に
間
学
し
、
こ
の
問
、
一
九
七
五
年
夏

に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
行
刑
施
設
を
見
学
し
た
。
本
報
告
は
、
見
学
に
基
づ

い
て
、
興
味
深
い
具
体
例
を
挙
げ
て
な
さ
れ
た
。

特
に
、
西
ド
イ
ツ
で
は
「
社
会
治
療
施
設
」
の
実
験
モ
デ
ル
が
各
州
に
で

き
て
お
り
、
一
九
七
八
年
一
月
一
日
か
ら
の
新
刑
法
典
の
施
行
に
間
に
合
わ

せ
る
よ
う
、
資
料
収
集
が
な
さ
れ
て
い
る
。
社
会
治
療
施
設
は
、
現
在
、
一

-
一
一
の
事
例
を
除
い
て
順
調
に
運
円
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
組
織

原
理
は
、
通
常
の
刑
務
施
設
と
は
異
な
り
、
か
な
り
、
社
会
学
、
心
理
学
、

精
神
病
理
学
の
知
識
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
犯
罪
者
の
社
会
化
の
試
み

が
大
胞
に
な
き
れ
て
い
る
。
各
施
設
と
も
三

O
人
前
後
の
収
容
者
が
あ
り
、

こ
れ
に
専
門
職
員
と
普
通
刑
務
職
員
が
治
療
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
3

社
会

治
療
施
設
に
似
た
も
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
に
あ
る
が
、
た
と
え
ば
イ

タ
リ
ア
の
そ
れ
は
非
常
に
犯
罪
生
物
学
的
指
向
の
強
い
も
の
だ
と
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
他
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
も
類
似
の
も
の

が
あ
る
が
、
西
ド
イ
ツ
の
社
会
治
療
抱
設
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
も
の
は
オ
ラ

ン
ダ
と
デ
ン
マ
ー
ク
の
処
遇
施
設
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
治
療
施
設

は
多
大
の
注
目
を
ひ
い
て
い
る
が
、
こ
の
波
及
効
果
と
し
て
は
、
普
通
刑
務

所
の
改
善
効
果
が
考
え
ら
れ
る
が
、
逆
に
、
社
会
治
療
施
設
に
予
算
が
集
中

てと
広I

回

す
る
結
果
、
普
通
刑
務
施
設
は
改
善
ど
こ
ろ
か
悪
化
す
る
傾
向
も
考
え
ら
れ

な
い
で
は
な
い
。

報
告
者
は
、
西
ド
イ
ツ
の
社
会
治
療
施
設
に
よ
る
犯
罪
者
の
処
遇
方
法
の

意
義
に
一
定
の
評
価
を
↑
?
え
た
が
、
報
告
後
の
討
論
の
な
か
で
は
、
国
家
が
犯

罪
者
に
対
し
て
治
療
す
る
こ
と
が
一
体
可
能
な
の
か
、
可
能
と
す
る
と
、
ど

の
程
度
ま
で
で
あ
る
の
か
、
治
療
と
い
う
こ
と
と
人
間
の
尊
厳
が
両
立
す
る

の
か
、
と
い
っ
た
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

O
昭
和
五
一
年
六
月
七
日
(
月
)
午
後
一
時
l
一一一時半

「
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
お
け
る
権
利
章
典
」

報
告
者
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授

ゾ
ョ
ン
・
カ
。
フ
ラ
ン
氏

通
訳
札
幌
ア
メ
リ
カ
ン
・
セ
ン
タ
ー

大

江

敏

美

氏

出

席

者

一

八

名

報
告
者
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
人
権
に
つ
い
て
、
修
正
第
一
条
で
保
障
さ
れ

た
最
も
基
礎
的
で
、
優
越
的
地
位
を
も
っ
た
言
論
の
自
由
の
問
題
を
、
煽
動
、

名
誉
段
損
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

l
、
わ
い
せ
つ
文
書
、
公
正
な
裁
判
と
の
関
係

の
諸
点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
ア
メ
リ
カ
法
の
現
状
を
簡
単
に
紹
介
し
、
問

題
点
を
指
摘
し
た
。
報
告
お
よ
び
質
疑
応
答
の
中
で
問
題
と
な
っ
た
主
た
点

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
煽
動
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
長
初
政
府

を
転
覆
せ
よ
と
い
う
宣
伝
を
処
罰
し
う
る
も
の
と
し
て
い
た
が
、
現
在
は
、

狭
い
領
域
に
限
定
し
、
明
白
か
っ
現
在
の
危
険
性
と
危
険
の
特
定
性
の
要
件
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報

を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
際
明
白
か
っ
現
在

の
危
険
の
基
準
は
、
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
に
よ
る
と
、
法
律
の
合
憲
性
の
基
準

で
は
な
く
、
有
罪
か
無
罪
か
を
決
め
る
基
準
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
い
せ
つ
文
書
の
取
締
り
に
つ
い
て
は
、
わ
い
せ

つ
文
書
の
頒
布
販
売
が
性
犯
罪
に
結
び
つ
く
か
ら
犯
罪
性
を
有
す
る
と
い
う

考
え
方
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
性
犯
罪
を
惹
き
起
す
と
い
う
点
に

つ
い
て
、
社
会
科
学
者
の
研
究
に
よ
っ
℃
結
び
つ
き
が
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
性
犯
罪
を
惹
き
起
す
危
険
が
現
存
す

る
か
ど
う
か
を
は
か
る
基
準
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
点
が
指
摘

さ
れ
た
。
ま
た
、
「
わ
い
せ
つ
」
概
念
の
定
義
は
難
し
く
、
最
高
裁
に
よ
っ

て
も
は
っ
き
り
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
わ
い
せ
つ
性
と
芸
術
性
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
、
作
品
の
文
学
性
が
基
準
に
な
る
こ
と
が
説
明

さ
れ
た
。
言
論
の
自
由
と
公
正
な
裁
判
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
判

決
前
に
裁
判
の
論
評
が
で
き
な
い
の
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
法
で
は
自
由
に
な

っ
て
い
る
が
、
報
告
者
は
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
l
ト
事
件
前
に
は
イ
ギ
リ
ス
法

の
方
が
よ
い
と
考
え
て
い
た
が
、
現
在
で
は
ア
メ
リ
カ
法
の
方
が
よ
い
と
考

え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
判
決
前
の
論
評
に
よ
り
陪
審
員

が
偏
見
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
陪
審
員
は
証
人
や

証
拠
に
基
づ
い
て
自
分
の
意
見
を
形
成
す
る
の
で
、
新
聞
の
記
事
に
よ
る
影

響
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
た
。

雑

O
昭
和
五
一
年
六
月
四
日
(
金
)
午
後
二
時
半

l
五
時

「
普
通
取
引
約
款
と
ひ
な
型
契
約
」

報
告
者
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
大
学
教
授

エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ン
・
ケ
メ
ラ
l
氏

通

訳

楼

田

嘉

章

氏

出

席

者

一

八

名

西
ド
イ
ツ
の
指
導
的
私
法
学
者
で
あ
る
ケ
メ
ラ

1
教
授
が
日
独
法
学
会
設

立
総
会
の
た
め
来
日
さ
れ
た
機
会
に
、
北
海
道
へ
も
足
を
伸
ば
さ
れ
た
の

で
、
表
記
の
テ

1
7
に
つ
い
て
講
演
を
願
っ
た
。
こ
の
テ
1
7
は
現
在
西
ド

イ
ツ
法
学
界
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
り
、
無
数
の
論
説
が
発
表
さ
れ
て
い
る

た
め
、
わ
れ
わ
れ
に
と
り
問
題
の
所
在
を
把
握
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難

で
あ
る
。
教
授
は
、
こ
の
テ
l
マ
に
つ
き
、

ω普
通
取
引
約
款
と
ひ
な
型
契

約
の
適
用
と
問
題
性
、
同
問
題
の
規
制
の
た
め
の
立
法
者
の
手
段
、
同
判
例

に
よ
る
そ
れ
ら
の
取
扱
い
、
帥
改
正
立
法
、
に
分
け
て
説
明
さ
れ
た
が
、
復

雑
な
問
題
に
つ
い
て
教
授
特
有
の
明
快
な
解
説
が
な
さ
れ
、
大
変
有
益
で
あ

っ
た
。
と
く
に
問
題
の
解
決
を
主
と
し
て
判
例
に
期
待
し
、
立
法
に
批
判
的

で
あ
る
の
は
、
日
独
法
学
会
で
の
記
念
講
演
「
法
典
と
判
例
法
」
の
趣
旨
の

具
体
化
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

討
論
は
、
普
通
取
引
約
款
の
国
際
的
統
一
、
そ
の
法
的
性
質
、
立
法
に
つ

い
て
の
評
価
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
教
授
は
一
々
の
質
問
に
対
し

て
い
ね
い
に
答
え
ら
れ
、
た
ち
ま
ち
予
定
の
時
聞
を
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま
っ

た
。
な
お
、
こ
の
講
演
は
、
わ
が
国
で
は
北
大
以
外
で
は
行
わ
れ
な
か
っ
た

の
で
、
近
く
桜
田
助
教
授
の
餓
訳
を
本
誌
に
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
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